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議案第９５号 

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部改正について 

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の定年等に関する条例（昭和５９年千葉市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

  第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条－第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条－第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

附則 

    第１章 総則 

  第１条中「）第２８条の２第１項及び第２項並びに第２８条の３」

を「。以下「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２８

条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第

２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

  第２章 定年制度 

  第３条中「６０年」を「６５年」に改め、ただし書を削る。 

  第４条第１項中「次の各号の一に該当する」を「次に掲げる事由が

ある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」

に、「その職員を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において

従事している職務」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同

項に次のただし書を加える。 
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   ただし、第９条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異

動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項

又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した

職員であって、定年退職日において管理監督職（第６条に規定する

職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員

については、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を

延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員

会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占め

ている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を

超えることができない。 

  第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「により」の次

に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を

「こと」に改め、同項第２号中「その」を「当該」に、「による」を

「により生ずる」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著し

い支障が生ずること」に改め、同項第３号中「勤務」を「職務」に、

「その」を「当該」に、「とき」を「こと」に改め、同条第２項中

「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」

に改め、「得て、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加

え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次

に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めてい

る管理監督職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き

続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次に

「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２

項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の

事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」

に、「その期限を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限

を繰り上げるものとする」に改める。 

  本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条  法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、千葉市
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職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６号）第１９

条の３に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職（医師及び歯

科医師が占める職を除く。）とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条  法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、

年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降

任等（以下この章において「他の職への降任等」という。）を行う

に当たっては、法第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第

１項及び第５６条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しな

ければならない。 

（１）当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基

づき、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及

び第１０条において「降任等」という。）をしようとする職の属

する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５

号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務

遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職について

の適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

（２）人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職

又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督

職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等を

すること。 

（３）当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めてい

た管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属

する管理監督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」

という。）の他の職への降任等もする場合には、第１号に掲げる

基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと

認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 
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（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の

制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める

職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督

職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月

１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日か

ら起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある

職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの

期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤

務をさせることができる。 

（１）当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものである

ため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補

充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

（２）当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

（３）当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害と

なる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により

公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占め

る職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めると

きは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の

翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日

がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から

定年退職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当

該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される

当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 
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３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができ

る場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務

の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員

を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情が

ある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員につ

いて、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の

段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職につ

いての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理

監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職

の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等

により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず

業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超え

ない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占

めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該

職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職

に降任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これ

らの規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職

を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき（第

２項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することがで

きるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定により異動期

間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引

き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された

当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延

長された当該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及

び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、
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あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合

において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事

由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に

任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以下この条にお

いて「年齢６０年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その

他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務

の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占

める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職

をいう。以下この条において同じ。）に採用することができる。た

だし、年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤

務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過し

た者であるときは、この限りでない。 

第５章 雑則 

（雑則） 

第１３条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定

める。 

  附則に次の見出し及び３項を加える。 

  （定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第

３条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に

応じ、同条中「６５年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
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令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

４ 前項の規定は、医師及び歯科医師には適用しない。 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の

法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに医師及

び歯科医師を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０年に達

する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報

の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された

職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日

経過職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用され

た日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっ

ては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日で

ある場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当

該職員が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関

する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす

る。 

  別表を削る。 

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第５項、第７項及び第８項中「その者」を「当該職員」に改

め、同条第１２項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は

第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、
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「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「その者に」

を「当該定年前再任用短時間勤務職員に」に、「給料月額」を「基準

給料月額」に、「その者の属する職務の級に応じた額」を「第２項の

規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じ

た額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年

前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額」に改める。 

  第５条の２中「及び第１２項」を削る。 

  第５条の３を次のように改める。 

 第５条の３ 削除 

第５条の４第１項及び第２項並びに第５条の５中「その者」を「当

該特定任期付職員」に改める。 

  第１２条第１項第１号中「以下」の次に「この項から第３項までに

おいて」を加え、同項第２号中「以下」の次に「この項、第２項及び

第７項において」を加え、同条第２項第１号中「その者」を「当該職

員」に改め、「相当する額（以下」の次に「この号及び第３号並びに

第３項において」を、「得た額（以下」の次に「この号及び第３号に

おいて」を加え、同項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職

員」に改め、同条第３項中「交通機関等（以下」を「交通機関等（第

１号において」に、「以下この項」を「第１号」に改め、同項第１号

中「その者」を「当該職員」に改め、「以下」の次に「この号におい

て」を加える。 

  第１５条第１項中「場合は」を「場合には」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第３項及び

第４項中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第１９条中「合計額（育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務

職員」を「合計額（育児短時間勤務職員等」に、「という。）又は再

任用短時間勤務」を「という。）」に改め、「当該合計額」の次に 

「、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第２条第

３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務
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時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤務時間で除して得た数に同条第１項に規定する勤務時間を乗じて

得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額」

を加え、「勤務時間条例第２条第１項」を「同項」に、「再任用短時

間勤務職員にあっては、当該職員が育児短時間勤務又は再任用短時間

勤務をしなかったと仮定した場合の１週間当たりの勤務時間」を「定

年前再任用短時間勤務職員にあっては、３８時間４５分」に改める。 

  第１９条の４第２項中「第９条」を「第５条第３項から第１１項ま

で、第９条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

  第２０条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２０条の２第３号及び第４号並びに第２０条の３第１項第１号及

び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

  第２０条の４第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、

「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２０条の５第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。 

  附則に次の１１項を加える。 

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日（附則第２１項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の

属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

18 附則第１２項の規定により読み替えて適用する附則第９項の規定

による給料を支給される職員又は附則第１３項若しくは第１４項の

規定による給料を支給される職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額と附則第１２項の
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規定により読み替えて適用する附則第９項の規定による給料又は附

則第１３項若しくは第１４項の規定による給料との合計額」とする。 

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第１７項又は前項の規定の適

用については、附則第１７項中「）とする」とあるのは「）に、勤

務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする」とし、前項中「合計額」とする」とあるのは

「合計額に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額」とする」とする。 

20 附則第１７項（附則第１８項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

（１）臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員 

（２）医師及び歯科医師  

（３）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和５９年千葉市条例第４

号。以下この号及び次号において「定年条例」という。）第９条

第１項又は第２項の規定により地方公務員法第２８条の２第１項

に規定する異動期間（定年条例第９条第１項又は第２項の規定に

より延長された期間を含む。）を延長された定年条例第６条に規

定する管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員 

（４）定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職

員（定年条例第２条に規定する定年退職日において附則第１７項

（附則第１８項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定が適用されていた職員を除く。） 

21  地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等を

された職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この

項及び附則第２３項において「異動日」という。）の前日から引き

続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第１７

項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において

「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けて
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いた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未

満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。

以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないことと

なる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以

後、附則第１７項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として

支給する。 

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、

同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受け

る給料月額」とする。 

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第

１７項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第２１項の規定によ

る給料を支給される職員を除く。）であって、同項の規定による給

料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところ

により、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

24 附則第２１項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

附則第１７項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考

慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で

定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を給料とし

て支給する。 

25 地方公務員法第２７条第２項に規定する降給に係る条例で定める

事由は、附則第１７項（附則第１８項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。次項において同じ。）の規定による職員の給料月

額の改定とする。 

26 附則第１７項の規定の適用を受ける職員には、地方公務員法第 
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４９条第１項に規定する説明書を交付しない。この場合において、

当該職員には、別に定めるところにより、附則第１７項の規定の適

用を受けることとなる旨の通知を行うものとする。 

27 附則第１７項から第２４項までに定めるもののほか、附則第１７

項（附則第１８項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定による給料月額、附則第２１項の規定による給料その他附則

第１７項から第２４項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

178,

300 

204,

900 

235,

000 

266,

900 

281,

500 

299,

000 

357,

700 

402,

800 

別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

円 円 円 円 円 

227,500 271,100 298,100 324,400 405,200 

別表第３ア 医療職給料表（１）再任用職員以外の職員の項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職

員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職 

 基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

円 円 円 円 
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員  295,100 341,600 380,700 440,000 

別表第３イ 医療職給料表（２）再任用職員以外の職員の項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職

員の項を次のように改める。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 

178,300 204,900 235,000 248,800 266,900 281,200 

別表第３ウ 医療職給料表（３）再任用職員以外の職員の項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職

員の項を次のように改める。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 

178,300 204,900 235,000 248,800 266,900 281,200 

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「再任 用職員（地方公 務員法（昭和２ ５年法律 第

２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。」を「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項の規定により採用された職員を

いう。」に改める。 
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  第２条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同条第２項中

「含む。」の次に「第８条第２項において「勤務日数」という。」を、

「１８日」の次に「（１月間の日数（千葉市の休日を定める条例（平

成元年千葉市条例第１号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算

入しない。）が２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から

２０日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第８条第２項

において「職員みなし日数」という。）」を加え、同項に次のただし

書を加える。 

   ただし、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に

ついては、この限りでない。 

  第４条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第

１項」に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め

る。 

  第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第

１項」に、「第２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、

同条第２項中「（前項」を「（同項」に改める。 

  第５条の３中「１５年」を「２０年」に改める。 

  第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項におい

て」に改め、「（以下」の次に「この項及び第５項において」を加え

る。 

  第７条第５項第２号中「千葉市教育職員の退職年金及び退職一時金

に関する条例（昭和３５年千葉市条例第６号）第２条第１項」を「千

葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年千葉市条

例第７３号）第２条」に改める。 

  第７条の２の３第１項第１号中「１５年」を「２０年」に改める。 

  第８条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しな

いこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）」を「勤務日数」

に、「１８日」を「職員みなし日数」に改め、同条第４項中「、当該

退職」を「当該退職」に、「」とする」を「」とし、当該退職の日後

に事業（その実施期間が３０日未満のものその他市長が別に定めるも
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のを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が別

に定める職員が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たと

きは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及

びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場

合における当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定に

よる期間に算入しない」に改め、同条第１１項第５号中「第４条第８

項」を「第４条第９項」に改める。 

  第１１条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改

める。 

  第１２条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改

め、同項第２号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定

年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。 

  第１３条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第１号中

「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員に

対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」

に改める。 

  第１５条第１項中「この条において同じ」を「この項から第６項ま

でにおいて同じ」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第２項

及び第３項中「にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「禁錮
こ

」

を「禁錮」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第５項中「再

任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対す

る免職処分」に、「にあっては」を「には」に改める。 

  附則第２項中「第２８条の３」を「第２８条の７」に改める。 

附則第４項中「及び附則第２項の規定により」を「並びに附則第２

項及び附則第１５項から附則第２３項までの規定により」に改める。 

附則第５項中「第５条の２」の次に「及び附則第１８項」を加える。 

附則第６項中「第５条の規定」を「第５条又は附則第１６項の規定」

に、「及び第５条の３」を「又は第５条の３及び附則第１６項」に改

める。 

附則第１４項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」

に改める。 
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附則に次の９項を加える。 

15 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間

勤続した者であって、６０歳に達した日以後その者の非違によるこ

となく退職したもの（定年の定めのない職を退職した者及び同項又

は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基

本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「又は第５条」とあるのは「、第５条又は附

則第１５項」とする。 

16 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者

であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職

したもの（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２

項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額につい

て準用する。この場合における第３条の規定の適用については、同

条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第１６

項」とする。 

17 前２項の規定は、医師及び歯科医師が退職した場合に支給する退

職手当の基本額については適用しない。 

18 千葉市職員の給与に関する条例附則第１７項（同条例附則第１８

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による職

員の給料月額の改定は、第５条の２第１項に規定する給料月額の減

額改定に該当しないものとする。 

19 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６

号及び第７号に掲げる者に対する第５条の３及び第６条の３の規定

の適用については、第５条の３本文中「定年に達する日」とあるの

は「定年（医師及び歯科医師以外の者にあっては６０歳とし、医師

及び歯科医師にあっては６５歳とする。）に達する日」と、同条の

表第４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の

項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の

項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「その者に

係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数１

年につき」とあるのは「その者に係る定年（医師及び歯科医
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師以外の者にあっては６０歳とし、医師及び歯科医師にあっては

６５歳とする。）と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数１年につき」とする。 

20 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６

号及び第７号に掲げる者（次の表の左欄に掲げる者であって、退職

の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右

欄に掲げる年齢を超えるものに限る。）（規則で定める者を除く。）

に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５

条の３本文中「６月」とあるのは「零月」と、同条の表第４条第１

項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条

の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の

２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の

日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては、 

１００分の２）」とあるのは「１００分の３」とする。 

医師及び歯科医師 ６５歳 

医師及び歯科医師以外の者 ６０歳 

21 当分の間、第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号及び第

５号を除く。）に規定する者に対する第５条の３の規定の適用及び

第７条の２の３の規定の適用については、第５条の３本文及び第７

条の２の３第１項第１号中「２０年を」とあるのは「１５年を」と

するほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第５条の３本

文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、

及び第７条の２の３第１項第１号中「定年」とあるのはそれぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

22 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって附

則第２０項の表の左欄に掲げるものがそれぞれ同表の右欄に掲げる

年齢に達する日前に退職したときにおける第５条の３及び第６条の

３の規定の適用については、第５条の３の表第４条第１項及び第５

条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項
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第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の

項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数が１年である職員にあっては、１００分の

２）」とあるのは、「附則第２０項の表の左欄に掲げる者の区分ご

とに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数に１００分の３を乗じて得た割合を退職の日にお

いて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

23 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって附

則第２０項の表の左欄に掲げるものがそれぞれ同表の右欄に掲げる

年齢に達した日以後に退職したときにおける第５条の３及び第６条

の３の規定の適用については、第５条の３の表第４条第１項及び第

５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１

項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号

の項及び第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日におい

て定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては、１００分の

２）」とあるのは「１００分の２を退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数で除して得た割合」とする。 

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年千葉市条

例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に後段として次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の１０

分の１に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるも

のとする。 

 （特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

第５条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭
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和３１年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第４号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第

１項」に改める。 

 （千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第６条 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  第１９条第３項中「地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条

の５第１項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条の４第１項の規定により採用された職員（別表第２第２１項

において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」に改める。 

 （千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第７条 千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉

市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を

「第２２条の４第１項」に改め、「で同項に規定する短時間勤務の職

を占めるもの」を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 

  第３条、第４条第２項及び第１２条第１項第１号中「再任用短時間

勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１５条の２第２項第２号中「再任用短時間勤務職員及び育児短時

間勤務職員等」を「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例の一部改正） 

第８条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例（平成元年千葉市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第４号中「昭和５９年千葉市条例第４号」の次に「。

以下「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」

に改め、同項第５号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 
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 （５）定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正） 

第９条 千葉市職員の旅費等に関する条例（平成２年千葉市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１備考第１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」

に改める。 

（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１０条 千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年千葉市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「昭和５９年千葉市条例第４号」の次に「。以下

「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改

め、同条第３号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加え

る。 

 （３）定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む。第１０条第３号において同じ。）を延長され

た管理監督職を占める職員 

  第１０条に次の１号を加える。 

 （３）定年条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職

を占める職員 

  第１８条第２号中「再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法第 

２２条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）」に改める。 

  第１９条第１項及び第２０条中「再任用短時間勤務職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。   

 （千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第１１条 千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成

１３年千葉市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」
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に改め、同項第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に

改め、「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

るもの」を削り、同項第３号中「昭和５９年千葉市条例第４号」の次

に「。以下「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き

続き」に改め、同項第４号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

 （４）定年条例第９条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む。第１１条第５号において同じ。）を延長され

た管理監督職を占める職員 

  第１１条第４号中「千葉市職員の定年等に関する条例」を「定年条

例」に、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第５号中「一に」

を「いずれかに」に改め、同号を同条第６号とし、同条第４号の次に

次の１号を加える。 

 （５）定年条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職

を占める職員 

 （千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１２条 千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

１７年千葉市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１３条 千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成２３年千葉市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」

に改める。 

  第２４条第２項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」

を「第２２条の４第１項」に改め、「で同項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの」を削り、「この項において「再任用短時間勤務職員」

を「「定年前再任用短時間勤務職員」に、「（再任用短時間勤務職員」

を「（定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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  第２８条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務

職員等」に改め、同条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第１４条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６

年千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

  附則に次の２項を加える。 

 ３ 給与条例附則第１７項（同条例附則第１８項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。以下同じ。）の規定の適用を受ける職

員の教職調整額については、第３条第１項の規定にかかわらず、

当分の間、給与条例附則第１７項の規定により算出された額の 

１００分の４に相当する額を支給する。 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項までの規定による給料を支給

される職員の教職調整額については、第３条第１項及び前項の規定

にかかわらず、当分の間、給与条例附則第１７項の規定により算出

された額と給与条例附則第２１項から第２４項までの規定による給

料の額との合計額の１００分の４に相当する額を支給する。 

（千葉市立中学校設置条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１５条 千葉市立中学校設置条例等の一部を改正する条例（令和４年

千葉市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条のうち千葉市職員の特殊勤務手当支給条例別表第２中第２７

項を第２８項とし、第２１項から第２６項までを１項ずつ繰り下げ、

第２０項の次に１項を加える改正規定中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改める。  

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１６条 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和５０年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」
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に改める。 

  第１８条第２項中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」

を「第２２条の４第１項」に改め、「で同項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの」を削り、「この項において「再任用短時間勤務職員」

を「「定年前再任用短時間勤務職員」に、「（再任用短時間勤務職員」

を「（定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２０条の３の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改め、同条第１項中「地方公務員法第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第３条中千葉市職員退職手当支給条例第２条第２項にただし書を

加える改正規定、第８条第４項の改正規定（「、当該退職」を

「当該退職」に改める部分を除く。）及び附則第１４項の改正規

定並びに第１５条の規定並びに次項、附則第９条及び附則第１１

条第２項の規定 公布の日 

（２）第３条中千葉市職員退職手当支給条例第２条第２項（「含む。」

の次に「第８条第２項において「勤務日数」という。」を加える

部分及び「１８日」の次に「（１月間の日数（千葉市の休日を定

める条例（平成元年千葉市条例第１号）第１条第１項各号に掲げ

る日の日数は、算入しない。）が２０日に満たない日数の場合に

あっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を

減じた日数。第８条第２項において「職員みなし日数」とい

う。）」を加える部分に限る。）の改正規定並びに第８条第２項

及び第１１項第５号の改正規定並びに第３項及び附則第２３条の

規定 令和４年１０月１日 

２ 第３条の規定（前項第１号に掲げる改正規定に限る。）による改正
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後の千葉市職員退職手当支給条例第８条第４項及び附則第１１条第２

項の規定は、令和４年７月１日から適用する。 

３ 第３条の規定（第１項第２号に掲げる改正規定に限る。）による改

正後の千葉市職員退職手当支給条例第２条第２項及び第８条第２項並

びに附則第２３条の規定による改正後の地方公務員法及び地方自治法

の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和元年千葉市条例

第３１号）附則第３項の規定は、令和４年１０月１日以後の期間にお

ける退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同

日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

前に第１条の規定による改正前の千葉市職員の定年等に関する条例

（以下「旧条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤

務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又

は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項におい

て同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条

例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこの

項の規定により延長された期限が到来する場合において、第１条の規

定による改正後の千葉市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」

という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、人

事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超え

ない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当

該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌

日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１

日、令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項

において同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日に

おける新条例定年（新条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）

が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行日である場合には、

施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える職（基

準日における新条例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限
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る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委

員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの

間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」と

いう。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員の

うち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年

（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３

条に規定する定年）に達している職員（当該人事委員会規則で定める

職にあっては、人事委員会規則で定める職員）を、昇任し、降任し、

又は転任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による

勤務について準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後

における最初の３月３１日（以下この条及び次条において「特定年齢

到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条

に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置され

た職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっ

ては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におけ

る旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達しているものを、従前

の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用

することができる。 

（１）施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

（２）旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条

第５項又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

（３）２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を

除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過

する日までの間にあるもの 

（４）２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を
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除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過

する日までの間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法によ

る改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用

（この項若しくは次項又は次条第１項若しくは第２項の規定によ

り採用することをいう。次項第５号において同じ。）をされたこ

とがあるもの 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用し

ようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、

従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職

に採用することができる。 

（１）施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

（２）施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務し

た後退職した者 

（３）施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、

令和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務

員法」という。）第２２条の４第３項に規定する任期が満了した

ことにより退職したもの 

（４）２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者

を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間にあるもの 

（５）２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者

を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超

えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、

前２項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新す

る者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 
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４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項又は次条第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）の前項の規定

による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期にお

ける勤務実績が良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじ

め当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかか

わらず、前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の

職（新条例第１２条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）

に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤

務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置され

た短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されて

いたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときに

おける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達してい

るものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第

２２条の４第４項の規定にかかわらず、前条第２項各号に掲げる者の

うち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間

勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定

年をいう。附則第８条において同じ。）に達しているもの（新条例第

１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を

除く。）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間
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勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用

する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第５条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲

げる職とする。 

（１）施行日以後に新たに設置された職 

（２）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規

定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧

条例第３条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する

新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第６条 令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合

における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適

用する新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に

掲げる職とする。 

（１）施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

（２）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の 

  職 

２ 令和３年改正法附則第４条又は第６条の規定が適用される場合にお

ける令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用す

る新地方公務員法第２２の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規

定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、

当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定

する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に

準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定

める者及び職員） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲

げる職のうち、当該職が基準日（附則第３条及び第４条の規定が適用
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される間における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下こ

の条において同じ。）の前日に設置されていたものとした場合におい

て、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を

超える職とする。 

（１）基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

（２）基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤

務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定

する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同

日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に

規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、

同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第８条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、

令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条にお

いて同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日におけ

る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を

超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例

第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相

当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規

則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条

例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者となった者（基準日前か

ら新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後

に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において同日における

当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相

当年齢に達しているもの（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の

職にあっては、人事委員会規則で定める者）を、新条例第１２条の規

定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時

間勤務職に、新条例第１２条の規定により採用された職員（以下この

29



条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日

の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時

間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間

勤務職員（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、

人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、

降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第９条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢

は年齢６０年とする。 

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 第２条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例

（以下「新給与条例」という。）附則第１７項から第２７項までの規

定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務

している職員には適用しない。 

２ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員（附則第４条第１項又

は第２項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）を除く。）

の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第５条第１２項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この条において「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）であるものとした場合に適用される

新給与条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する

職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。

以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員（育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。）に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあ

るのは「に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする」とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤
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務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる新給与条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤

務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第１４条の規定により定

年前再任用短時間勤務職員とみなして適用される第７条の規定による

改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の

規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与条例第１９条の４第２項、第２０条第３項及び第２０条の４第２項

第２号の規定を適用する。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新給与条例第１２条第２項第２号及び第１５条第１項の規定を

適用する。 

 （千葉市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 暫定再任用職員は、第３条の規定による改正後の千葉市職員

退職手当支給条例第１条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、同条例の規定を適用する。 

２ 第３条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第８条第

４項の規定（「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。）

は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した職員その他これに

準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者

について適用する。 

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

第１２条 暫定再任用短時間勤務職員は、第５条の規定による改正後の

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第２条第１

項第４号に規定する地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）は、
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第６条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第 

１９条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この条に

おいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、同条

例の規定（第１９条第３項を除く。）を適用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、第６条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条

例の規定を適用する。 

 （千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１４条 暫定再任用短時間勤務職員は、第７条の規定による改正後の

千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１５条 暫定再任用職員は、第９条の規定による改正後の千葉市職員

の旅費等に関する条例別表第１備考第１項に規定する地方公務員法第

２２条の４第１項の規定により採用された者とみなして、同条例の規

定を適用する。 

 （千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１６条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１０条の規定による改正後

の千葉市職員の育児休業等に関する条例第１８条第２号に規定する定

年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

第１７条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）は、

第１１条の規定による改正後の千葉市公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例第２条第２項第１号に規定する地方公務員法第２２条の

４第１項の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適

用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１１条の規定による改正後の千葉

市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１号又

は第２号に規定する地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採
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用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴

う経過措置） 

第１８条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１２条の規定による改正後

の千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条に規定す

る地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

第１９条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１３条の規定による改正後

の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第２条第１

項に規定する地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１３条の規定による改正後の千葉

市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第２４条第２項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適

用する。 

３ 第１３条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及

び基準に関する条例第２８条第１項の規定は、暫定再任用職員（暫定

再任用短時間勤務職員を除く。）について準用する。 

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 

第２０条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１４条の規定による改正後

の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第２条に規定する

地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める

者とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

第２１条 暫定再任用短時間勤務職員は、第１６条の規定による改正後

の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第２条第１

項に規定する地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務
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の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、第１６条の規定による改正後の千葉

市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第１８条第２項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適

用する。 

３ 第１６条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及

び基準に関する条例第２０条の３第１項の規定は、暫定再任用職員

（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）について準用する。 

（千葉市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第２２条 千葉市職員の再任用に関する条例（平成１３年千葉市条例第

１号）は、廃止する。 

（地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の一部改正） 

第２３条 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「（以下「新条例」という。）」を削る。 

附則第３項中「新条例第２条第１項」を「千葉市職員退職手当支給

条例第２条第１項」に、「新条例第１条」を「同条例第１条」に改め、

「１８日」の次に「（１月間の日数（千葉市の休日を定める条例（平

成元年千葉市条例第１号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算

入しない。）が２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から

２０日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数）」を加え、

「新条例第２条第２項」を「千葉市職員退職手当支給条例第２条第２

項」に、「新条例の規定」を「同条例の規定」に、「新条例第３条」

を「同条例第３条」に改める。 

附則第４項中「新条例」を「千葉市職員退職手当支給条例」に改め

る。 
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議 案 説 明 

国家公務員の定年の引上げに準じ、職員の定年を引き上げるととも

に、地方公務員法の一部改正に伴い、管理監督職勤務上限年齢制を導

入する等所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするもの

であります。 
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議案第９６号 

千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年千葉市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号ア中「１歳６か月」を「１歳６箇月」に、「第２条の４」

を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をし

ようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２

条の４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に、「引き続き」を「引き

続いて」に改め、同号イを次のように改める。 

 イ その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」とい 

う。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲

げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。

以下イにおいて同じ。）において育児休業をしている非常勤職員

であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達

日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

 第２条第３号ウ中「育児休業の末日」を「育児休業の期間の末日」に、

「非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について」を「場合であ

って」に、「任期が」を「任期を」に、「に引き続き」を「引き続いて」

に、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る子について、当該更新

前の任期の末日」に、「当該引き続き採用される日」を「当該採用の日」

に改める。 

 第２条の３第２号中「及び次条第１号」を「並びに次条第１号及び第

２号」に、「千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年
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千葉市条例第８号。以下「勤務時間条例」という。）第１８条に規定す

る特別休暇（当該非常勤職員が勤務時間条例第２条第３項に規定する再

任用短時間勤務職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）である

場合にあっては、勤務時間条例第１４条に規定する特別休暇（女性職員

の分べんに限る。））」を「労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

６５条第１項及び第２項の規定」に改め、同条第３号ア及びイ以外の部

分を次のように改める。 

（３）１歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、

次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの

号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３

条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に

該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはウ

に掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６箇月到達日  

 第２条の３第３号中イをウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を

「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」

を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」

に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶

者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してす

る地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の

期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者

がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等

育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合 

 第２条の３第３号に次のように加える。 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の
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末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該

当して育児休業をしたことがない場合 

  第２条の４各号列記以外の部分を次のように改める。 

  育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２

歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して

育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当する

ときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める

特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）

とする。 

 第２条の４中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に

次の１号を加える。 

（１）当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤

職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に

該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

 第２条の４に次の１号を加える。 

（４）当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後

の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない

場合 

 第２条の５を削る。 

 第３条中第５号を削り、同条第６号中「次条及び第１１条第７号にお

いて」を「以下」に改め、同号を同条第５号とし、同条中第７号を第６

号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員で

あって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係

る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に引き続き」を「引き

続いて」に、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る子について、

当該更新前の任期の末日」に、「当該引き続き採用される日」を「当該

採用の日」に改め、同号を同条第７号とする。 
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 第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間は、５７日間とする。 

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」

に改める。 

第１２条中「形態（勤務時間条例」を「形態（千葉市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（昭和３９年千葉市条例第８号。以下「勤務時間条

例」という。）」に改める。 

第１９条第１項中「次項」を「以下この条」に改める。 

 第２４条を第２６条とし、第２３条を第２５条とし、第２２条の次に

次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等）  

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその

配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出

たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を

知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確

認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、

当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければなら

ない。 

（勤務環境の整備に関する措置）  

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるように

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）職員に対する育児休業に係る研修の実施 

（２）育児休業に関する相談体制の整備 

（３）前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関

する措置 

附 則  

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する

この条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第

１１条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお

従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国家公務員の育児休業制度に準じ、職員が育児休業を取得しやすい

勤務環境を整備するための措置に関する規定を設けるほか、所要の改

正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第９７号 

千葉市東日本大震災復興基金条例の廃止について 

千葉市東日本大震災復興基金条例を廃止する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市東日本大震災復興基金条例を廃止する条例 

千葉市東日本大震災復興基金条例（平成２４年千葉市条例第３４号）

は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

東日本大震災復興基金を廃止するため、条例を廃止しようとするも

のであります。 

41



議案第９８号 

千葉市議会議員及び千葉市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部改正について 

千葉市議会議員及び千葉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市議会議員及び千葉市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市議会議員及び千葉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例（平成５年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、

同号イ中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条第１号中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改め、同条第２号

中「５円２銭」を「５円１８銭」に、「３７５，５００円」を「３８６，

５００円」に改める。 

第１１条第１号中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、  

「３１０，５００円」を「３１６，２５０円」に改め、同条第２号中

「２７円５０銭」を「２８円３５銭」に、「５７３，０３０円」を 

「５８６，９０５円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条、第８条及び第１１条の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示さ

れる選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された

選挙については、なお従前の例による。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、選挙運動用自動車の使用、

選挙運動用ポスターの作成等の公費負担に係る限度額を引き上げるた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第９９号 

千葉市霊園設置管理条例の一部改正について 

千葉市霊園設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一  

千葉市条例第  号 

   千葉市霊園設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市霊園設置管理条例（昭和３９年千葉市条例第４２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項中「一般墓地とする。」を「次のとおりとする。」に改

め、同項に次の各号を加える。 

（１）一般墓地 

（２）合葬式樹木葬墓地 

第５条第１項中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓

地」に改める。 

第６条中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地」に

改め、同条第２号中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を

加え、同条第３号中「又は合葬式墓地」を「、合葬式墓地又は合葬式樹

木葬墓地」に改め、同条第４号中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹

木葬墓地」を加える。 

第７条から第９条までの規定中「又は合葬式墓地」を「、合葬式墓地

又は合葬式樹木葬墓地」に改める。 

第１０条第１項中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬

墓地」に改め、同条第２項中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬

墓地」を加える。 

第１１条中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬墓地」

に、「住所又は氏名を変更したとき（第２０条第１項又は第２項の規定

により使用者の地位を承継した場合を含む。）」を「次に掲げる場合

に」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１）住所又は氏名を変更した場合 
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（２）第２０条第１項又は第２項の規定により使用者の地位を承継した

場合 

 第１６条を次のように改める。 

（合葬式墓地における埋蔵方法） 

第１６条 合葬式墓地における埋蔵方法は、次のとおりとする。 

（１）使用許可に係る焼骨を当該使用許可のあった日から３０年を経過

する日までの間納骨室に埋蔵し、当該期間経過後合祀室に埋蔵する

方法（以下「３０年後合祀」という。） 

（２）使用許可に係る焼骨を直接合祀室に埋蔵する方法（以下「直接合

祀」という。） 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（合葬式樹木葬墓地における埋蔵方法） 

第１６条の２ 合葬式樹木葬墓地における埋蔵方法は、使用許可に係る

焼骨を合祀用のカロートに埋蔵する方法とする。 

第１７条（見出しを含む。）中「合葬式墓地」の次に「及び合葬式樹

木葬墓地」を加える。 

第１９条第１項中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を

加え、同条第２項中「者から」の次に「合葬式墓地の納骨室に埋蔵され

た」を加え、同条第３項中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓

地」を加え、「許可の取消しを」を削り、同条第４項中「合葬式墓地」

の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を加える。 

第２０条第２項中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式樹木葬墓地」を

加える。 

第２１条第１項中「使用者が」を「一般墓地又は桜木霊堂の使用者

が」に、「使用者の」を「当該使用者の」に改め、同条第２項中「（一

般墓地又は桜木霊堂の使用者の地位が消滅した場合に限る。）」を削る。 

第２２条第１項第１号中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式

樹木葬墓地」に改め、同項第４号中「合葬式墓地」の次に「又は合葬式

樹木葬墓地」を加え、同条第２項中「前項の規定により」の次に「一般

墓地又は桜木霊堂の」を加え、「一般墓地又は桜木霊堂」を「これ」に

改め、「これを」を削り、同条第３項中「改葬し」を「移し」に改める。 
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第２３条の見出しを「（一般墓地等の返還）」に改め、同条第１項中

「許可の取消しを」を削り、同条第２項を削る。 

第２４条中「（一般墓地又は桜木霊堂の使用者の地位が消滅した場合

に限る。）」を削る。 

 第２６条に次の１号を加える。 

（４）合葬式樹木葬墓地使用料 別表第４ 

 第２８条第１項中「又は桜木霊堂」を「、桜木霊堂又は合葬式樹木葬

墓地」に改める。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２ 

合葬式墓地使用料 

埋蔵方法 単位 使用料 

３０年後合祀 １体につき ７０，０００円 

直接合祀 １体につき ６０，０００円 

 別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４ 

合葬式樹木葬墓地 

種別 単位 使用料 

焼骨 １体につき ６０，０００円 

粉状焼骨 １体につき ４０，０００円 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

平和公園に合葬式樹木葬墓地を設置するとともに、桜木霊園の合葬

式墓地に焼骨を納骨時から合祀室に埋蔵する方法を定めるため、条例

の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１００号 

千葉市立小学校設置条例の一部改正について 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表千葉市立花見川第三小学校の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

花見川第三小学校及び花島小学校を統合し、花島小学校とするため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０１号 

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正

について 

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改

正する条例 

 千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和４６年千

葉市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「市街化区域（都市計画法第７条第１項の「市街化区域」を

いう。）のうち、商業地域及び近隣商業地域以外の部分の地域」を「主

として商業その他の業務の利便の増進が見込まれる地域として市長が指

定する区域」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示し

なければならない。 

 第３条第１項中「あらたに」を「新たに」に、「又は近隣商業地域内」

を「若しくは近隣商業地域」に改め、「指定された地域内」の次に「又

は前条第１項の規定により指定された周辺地区内」を、「当該地域」の

次に「又は当該地区」を加え、同条第２項を削り、同条第３項中「前２

項」を「前項、次条及び第３条の３」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第３条の次に次の２条を加える。 

（建築物の新築又は増築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条の２ 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、法

第２０条第１項に規定する特定用途に供する部分（次条、第４条及び

別表第１において「特定部分」という。）の床面積が２，０００平方

メートルを超える建築物を新築又は増築しようとする者（新たに商業

地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は第２条第１項の規

定により指定された周辺地区内において当該地域又は当該地区に指定
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された日から起算して３月以内に建築物の新築又は増築のための工事

に着手した者を除く。）は、別表第２に定める駐車台数以上の規模の

荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に

附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が１，

０００平方メートルを下回る場合においては、この限りでない。 

２ 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施

設の駐車台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設

の駐車台数に含めることができる。 

（建築物の新築又は増築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置） 

第３条の３ 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、特

定部分の床面積が１，５００平方メートル（周辺地区内にあっては、

２，０００平方メートル）を超える建築物を新築又は増築しようとす

る者（新たに商業地域若しくは近隣商業地域に指定された地域内又は

第２条第１項の規定により指定された周辺地区内において当該地域又

は当該地区に指定された日から起算して３月以内に建築物の新築又は

増築のための工事に着手した者を除く。）は、別表第３に定める駐車

台数以上の規模の自動二輪車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側

車付きのものを除いたもの。以下同じ。）のための駐車施設を当該建

築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。 

２ 前項の規定により別表第３に定める駐車台数以上の規模の駐車施設

を整備するときは、整備した駐車台数を５で除した台数（その台数に

１未満の端数があるときは、これを切り捨てた台数とする。）を、第

３条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含め

ることができる。 

 第４条中「延べ面積」を「床面積」に、「あらたに」を「新たに」に、

「又は近隣商業地域」を「若しくは近隣商業地域」に改め、「指定され

た地域内」の次に「又は第２条第１項の規定により指定された周辺地区

内」を、「当該地域」の次に「又は当該地区」を加え、「別表第２に定

めるところによりその建築物」を「当該用途変更後の建築物を新築した

場合において前３条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐

49



車台数から、当該用途変更前の建築物を新築した場合においてこれらの

規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減じた台数以

上の規模の駐車施設を、新たに当該用途変更に係る建築物」に改め、同

条に次の１項を加える。 

２ 第３条の２第２項の規定は前項の規定により新たに荷さばきのため

の駐車施設を附置する場合について、前条第２項の規定は前項の規定

により新たに自動二輪車のための駐車施設を附置する場合について、

それぞれ準用する。 

 第５条中「前２条」を「第３条から前条まで」に改める。 

 第６条の見出し中「駐車施設」を「駐車の用に供する部分」に改め、

同条第１項中「第４条」を「第４条第１項」に、「２．５メートル」を

「２．３メートル」に、「６メートル」を「５メートル」に、「かつ、

幅５．５メートル（一方通行のものにあっては３．５メートル）以上の

車路を設けなければならない。」を「自動車を安全に駐車させ、かつ、

円滑に出入りさせることができるものでなければならない。」に改め、

同条第２項中「前項」を「第１項又は前項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第３条の２又は第４条第１項の規定により附置する荷さばきのため

の駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数１台につき幅

３．０メートル以上、奥行７．７メートル以上、はり下の高さ３．０

メートル以上又は幅４．０メートル以上、奥行６．０メートル以上、

はり下の高さ３．０メートル以上とし、荷さばきを行う自動車を安全

に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければ

ならない。 

３ 第３条の３又は第４条第１項の規定により附置する自動二輪車のた

めの駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数１台につき

幅１．０メートル以上、奥行２．３メートル以上とし、自動二輪車を

安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなけ

ればならない。 

 第７条第１項を次のように改める。 

第３条から第４条まで又は第７条の３第６項の規定により駐車施設
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を附置しなければならない者が、当該建築物の構造若しくは敷地の状

態等により、市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及

び円滑化若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める

場合においては、当該建築物の敷地からおおむね２００メートル（市

長が指定する区域内にある建築物にあっては、おおむね５００メート

ル）以内の場所に前条第１項から第３項までに規定する規模を有する

駐車施設又は同条第４項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設を設

置したときは、当該駐車施設が当該建築物又は当該建築物の敷地内に

附置されたものとみなす。 

 第７条第２項中「第３条、第４条又は前項」を「第３条から第４条ま

で、前項又は第７条の３第６項」に改め、同項の次に次の２項を加える。 

３ 第１項の規定により建築物の敷地からおおむね２００メートルを超

え、おおむね５００メートル以内の場所に駐車施設を設置しようとす

る者は、公共交通等の利用の促進に資する措置（第７条の３において

「公共交通等利用促進措置」という。）を講じなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示

しなければならない。 

 第７条の次に次の２条を加える。 

（駐車施設の附置に関する助言、指導又は勧告） 

第７条の２ 交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資すると市

長が特に認めるときは、第３条から第４条まで又は次条第６項の規定

により駐車施設を附置しなければならない者に対し、駐車施設の自動

車の出入口の位置の変更、当該建築物の敷地以外の場所への駐車施設

の設置その他必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告することが

できる。 

（公共交通等利用促進措置による駐車施設の附置義務台数の特例） 

第７条の３ 第３条又は第４条第１項の規定により建築物又は建築物の

敷地内に駐車施設を附置すべき者が公共交通等利用促進措置を講ずる

場合であって、当該建築物及び当該建築物の敷地（第７条第１項の規

定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみな

される駐車施設を設置し、又は設置しようとしている場合は、当該建
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築物及び当該建築物の敷地並びに当該駐車施設）の周辺の道路の安全

及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるとき

は、当該公共交通等利用促進措置に応じ、規則で定めるところにより、

第３条又は第４条第１項の規定により附置しなければならない駐車施

設の駐車台数を減ずることができる。 

２ 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、あらかじめ、申請書に公共交通等利用促進措置に関する計画書を

添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認後に当

該計画書の内容を変更しようとするときも同様とする。 

３ 前項の規定による承認を受けた者は、公共交通等利用促進措置を取

りやめようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、

その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 第２項の規定による承認を受けた者は、規則で定めるところにより、

公共交通等利用促進措置の実施状況について、市長に報告しなければ

ならない。 

５ 市長は、第２項の規定による承認を受けた者が、次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。 

（１）公共交通等利用促進措置の全部又は一部を行わないとき。 

（２）第２項後段の規定に違反したとき。 

（３）前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

６ 第３項の規定による届出をし、又は前項の規定により承認を取り消

された者は、第１項の規定により減じた駐車台数（当該届出又は当該

承認の取消しに係る建築物又は建築物の敷地内に現に附置されている

駐車施設の駐車台数が、当該届出をし、又は当該承認を取り消される

前において第３条及び同項の規定により当該建築物又は当該建築物の

敷地内に附置しなければならない駐車施設の駐車台数を超えている場

合には、同項の規定により減じた駐車台数からその超えている駐車台

数を減じて得た台数）以上の自動車を駐車させることができる規模を

有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置

しなければならない。 

７ 前項の規定により附置しなければならない駐車施設については、第
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６条第１項又は第４項の規定を準用する。この場合において、同項中

「第１項又は前項」とあるのは「第７条の３第７項において準用する

第１項」と読み替えるものとする。 

 第８条中「第３条、第４条又は前条」を「第３条から第４条まで、第

７条第１項又は前条第６項」に改める。 

 第１０条中「第３条、第４条、第６条、第７条」を「第３条から第４

条まで、第６条、第７条第３項、第７条の３第６項」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１ 

次表の（あ）欄の建築物で（い）欄の規模のものを新築又は増築 

しようとする場合に附置しなければならない駐車施設の規模は、（う）

欄により算定した規模以上のものとする。 

（あ）

建築物 

建築物の全部を

法第２０条第１

項に規定する特

定 用 途 （ 以 下

「特定用途」と

いう。）に供す

るもの 

建築物（周辺地

区内の建築物を

除く。）の全部

を特定用途以外

に供するもの 

建築物の一部を特定用

途に供するもの 

（い）

建築物

の規模 

延べ面積が１，

５００平方メー

トル（周辺地区

内の建築物にあ

っ て は 、 ２ ，

０００平方メー

トル）を超える

もの 

延べ面積が３，

０００平方メー

トルを超えるも

の 

合計面積（特定部分の

床面積に５分の７を乗

じて得た面積と特定用

途以外の用途に供する

部分の床面積の合計を

いう。（う）欄にお

いて同じ。）が３，

０００平方メートルを

超えるもの（周辺地区

内の建築物を除く。）

又は特定部分の床面積
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が１，５００平方メー

トル（周辺地区内の建

築物にあっては、２，

０００平方メートル）

を超えるもの 

（う） 延べ面積が１， 延べ面積が３， 次に掲げる建築物の区 

駐車施

設の規

模の基

準 

５００平方メー

トル（周辺地区

内の建築物にあ

っ て は 、 ２ ，

０００平方メー

トル）を超える

部分（増築にあ

っては、この部

分のうち増築に

係 る 部 分 と す

る。）の面積に

対して２５０平

方メートルまで

ごとに１台 

０００平方メー

トルを超える部

分（増築にあっ

ては、この部分

の う ち 増 築 に

係 る 部 分 と す

る。）の面積に

対して３５０平

方メートルまで

ごとに１台 

分に応じ、それぞれ当

該第１号又は第２号に

定める規模の基準 

（１）商業地域又は近

隣商業地域内の建

築物 次に掲げる

もののうち駐車台

数が多いもの 

ア  合 計 面 積 が

３，０００平方

メートルを超え

る部分（増築に

あっては、この

部分のうち増築

に係る部分とす

る。）の面積に

対して３５０平

方メートルまで

ごとに１台 

イ  特 定 部 分 の

床 面 積 が １ ，

５００平方メー

トルを超える部

分（増築にあっ

ては、この部分
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のうち増築に係

る 部 分 と す

る。）の面積に

対して２５０平 

   方メートルまで

ごとに１台 

（２）周辺地区内の建

築 物  特 定 部 分

の床面積が２，

０００平方メート

ル を 超 え る 部 分

（ 増 築 に あ っ て

は、この部分のう

ち増築に係る部分

とする。）の面積

に対して２５０平

方メートルまでご

とに１台 

備考 この表に掲げる延べ面積並びに特定部分及び特定用途以外の

用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用途に供する部分の床

面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合にはその部分の床面

積を含む。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２ 

附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の規模は、次 

表の（あ）欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ（い）欄に掲げ

る面積で除して得た数値を合計した数値（１未満の端数がある場合は、

これを切り上げる。）以上の駐車台数（５台を超える場合には、５台

とする。）のものとする。 

（あ） 集客施設（特定用途のうち 非集客施設（特定用途（百貨 
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 百貨店その他の店舗の用途

に供する部分） 

店その他の店舗の用途を除

く。）に供する部分） 

（い） ２，５００平方メートル ５，５００平方メートル 

備考 （あ）欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の

用途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場

合にはその部分の床面積を含む。 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３ 

附置しなければならない自動二輪車のための駐車施設の規模は、 

次表の（あ）欄の用途に供する部分の床面積をそれぞれ（い）欄に掲

げる面積で除して得た数値を合計した数値（１未満の端数がある場合

は、これを切り上げる。）以上の駐車台数のものとする。 

（あ） 集客施設（特定用途のうち

百貨店その他の店舗の用途

に供する部分） 

非集客施設（特定用途（百貨

店その他の店舗の用途を除

く。）に供する部分） 

（い） ３，０００平方メートル ８，０００平方メートル 

備考 （あ）欄に掲げる用途に供する部分の床面積は、駐車施設の用

途に供する部分の床面積を除き、観覧場の屋外観覧席がある場合に

はその部分の床面積を含む。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の改

正規定、第６条の見出しの改正規定及び同条第１項の改正規定（「第

４条」を「第４条第１項」に改める部分を除く。）は、公布の日から

施行する。 

２ この条例による改正後の千葉市建築物における駐車施設の附置等に

関する条例（次項において「改正後の条例」という。）第３条から第

８条まで、第１０条及び別表第１から別表第３までの規定は、この条

例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更（以下この項

及び次項において「新築等」という。）の工事に着手する者について

適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手した者については、な
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お従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の千葉市建築物に

おける駐車施設の附置等に関する条例（以下この項において「改正前

の条例」という。）の規定により駐車施設を附置した者（この条例の

施行の際現に改正前の条例による駐車施設を附置する建築物の新築等

に係る工事をしている者を含む。）は、規則で定めるところにより市

長へ届け出たときは、改正後の条例の適用を受けることができる。こ

の場合において、この条例の施行の日前にされた改正前の条例第７条

第２項の承認は、改正後の条例第７条第２項の承認とみなす。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

駐車施設の附置義務に係る対象区域及び駐車台数等の見直しを行う

ほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第１０２号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表３４の項手数料を徴収する事務の欄中「第８５条第５項」を「第

８５条第６項」に改める。 

別表３４の２の項手数料を徴収する事務の欄中「第８５条第６項」を

「第８５条第７項」に改める。 

別表３９の３の４の項手数料を徴収する事務の欄中「第８７条の３第

５項」を「第８７条の３第６項」に改める。 

別表３９の３の５の項手数料を徴収する事務の欄中「第８７条の３第

６項」を「第８７条の３第７項」に改める。 

別表５４の項の次に次のように加える。 

54の２ 長期優

良住宅普及促

進法第５条第

６項又は第７

項の規定に基

づく長期優良

住宅維持保全

計画の認定の

申請に対する

審査 

 

 

長期優良

住宅維持

保全計画

認定申請

手数料 

（１）住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第６条の２第３項若しくは

第４項の規定によりその住宅の構

造及び設備が長期使用構造等であ

る旨が記載された確認書若しくは

住宅性能評価書又はこれらの写し

が添付されている場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ア  一戸建ての住宅  １２，

０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる場合 
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  の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）区分所有住宅の場合 次に

掲げる当該申請に係る建築物

の住戸の総数の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ａ ５戸以下 ２３，０００ 

 円 

ｂ  ６戸以上１０戸以下  

４０，０００円 

ｃ １１戸以上２５戸以下  

６２，０００円 

ｄ ２６戸以上５０戸以下  

１０８，０００円 

ｅ ５１戸以上１００戸以下  

１７６，０００円 

ｆ １０１戸以上２００戸以

下 ２９４，０００円 

ｇ ２０１戸以上３００戸以

下 ３６７，０００円 

ｈ ３０１戸以上 ４０２，

０００円 

（イ）区分所有住宅以外の場合  

（ア）ａからｈまでに掲げる

当該申請に係る住戸の属する

建築物の住戸の総数の区分に

応じ、それぞれ当該ａからｈ

までに定める額を同時に申請

する住戸の戸数で除して得た

額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切
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り捨てた額） 

（２）前号に規定する場合以外の場合 

 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ア  一戸建て の 住宅  ６６，

０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）区分所有住宅の場合 次に

掲げる当該申請に係る建築物

の住戸の総数の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ａ  ５ 戸 以 下  １ ５ ７ ，

０００円 

ｂ  ６戸以上１０戸以下 

２５２，０００円 

ｃ １１戸以上２５戸以下 

４９８，０００円 

ｄ ２６戸以上５０戸以下 

８９４，０００円 

ｅ ５１戸以上１００戸以下 

１，５３９，０００円 

ｆ １０１戸以上２００戸以

下 ２，８５１，０００円 

ｇ ２０１戸以上３００戸以

下 ４，０８１，０００円 

ｈ  ３ ０ １ 戸 以 上  ４ ，

９９８，０００円 

（イ）区分所有住宅以外の場合 

（ア）ａからｈまでに掲げる
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当該申請に係る住戸の属する

建築物の住戸の総数の区分に

応じ、それぞれ当該ａからｈ

までに定める額を同時に申請

する住戸の戸数で除して得た

額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切 

   

別表５５の項の次に次のように加える。 

55の２ 長期優

良住宅普及促

進法第８条第

２項において

準用する長期

優良住宅普及

促進法第５条

第６項又は第

７項の規定に

基づく長期優

良住宅維持保

全計画の変更

の認定の申請

に対する審査 

 

 

 

 

長期優良

住宅維持

保全計画

変更認定

申請手数

料 

（１）住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第６条の２第３項若しくは

第４項の規定によりその住宅の構

造及び設備が長期使用構造等であ

る旨が記載された確認書若しくは

住宅性能評価書又はこれらの写し

が添付されている場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ア 一戸建ての住宅 ６，０００

円 

イ 共同住宅等 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）区分所有住宅の場合 ５４

の２の項第１号イ（ア）ａか

らｈまでに掲げる当該申請に

係る建築物の住戸の総数の区

分に応じ、それぞれ当該ａか

らｈまでに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

り捨てた額） 
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  （イ）区分所有住宅以外の場合 

５４の２の項第１号イ（ア）

ａからｈまでに掲げる当該申

請に係る住戸の属する建築物

の住戸の総数の区分に応じ、

それぞれ当該ａからｈまでに

定める額に２分の１を乗じて

得た額を同時に申請する住戸

の戸数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた

額） 

（２）前号に規定する場合以外の場合 

 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ア  一戸建ての住 宅  ３ ３ ，

０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）区分所有住宅の場合 ５４

の２の項第２号イ（ア）ａか

らｈまでに掲げる当該申請に

係る建築物の住戸の総数の区

分に応じ、それぞれ当該ａか

らｈまでに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

（イ）区分所有住宅以外の場合 

５４の２の項第２号イ（ア）

ａからｈまでに掲げる当該申
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請に係る住戸の属する建築物

の住戸の総数の区分に応じ、

それぞれ当該ａからｈまでに

定める額に２分の１を乗じて

得た額を同時に申請する住戸

の戸数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた 

   

   附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表３４の

項、３４の２の項、３９の３の４の項及び３９の３の５の項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、既存住

宅に係る長期優良住宅の認定申請手数料を定めるほか、規定の整備を

図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 

 

額） 
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議案第１０３号 

   千葉市基本計画について 

 千葉市基本計画を別冊のとおり策定するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉市基本計画を策定するため、千葉市議会基本条例第１６条の規

定に基づき、議決を求めるものであります。 

64
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議案第１０４号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について 

四市複合事務組合の千葉県市町村総合事務組合への加入に伴う千葉県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町

村総合事務組合規約の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するも

のとする。 

令和４年９月８日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１中「安房郡市広域市町村圏事務組合」を「安房郡市広域市町

村圏事務組合 四市複合事務組合」に改める。 

別表第２第３条第１項第１１号に掲げる事務の項中「安房郡市広域市

町村圏事務組合」を「安房郡市広域市町村圏事務組合 四市複合事務組

合」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、地方自

治法第２９０条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

  

１ 工事名称 旧千葉市立千城台南小学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市若葉区千城台南１丁目１９番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟            解体工一式 

（２）屋内運動場          解体工一式 

      （３）プール、体育倉庫、外構施設等 解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ３６８，５００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から令和５年１２月２４日まで 

７ 請 負 者 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 

       シンコー・鵜沢建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 

           シンコー株式会社 

           代表取締役 阿部 博文 

           千葉市若葉区千城台西１丁目３８番１号 

           鵜沢建設株式会社 

           代表取締役 鵜沢 朋生 

  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  

議 案 説 明 

  旧千城台南小学校の解体工事を行うための工事請負契約について、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工事名称 千葉市稲毛区役所大規模改修工事 

２ 施工場所 千葉市稲毛区穴川４丁目１２番１号 

３ 工事概要（１）外壁改修一式 

 （２）屋上防水改修一式 

 （３）内装等内部改修一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４６４，２００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から令和６年１２月２９日まで 

７ 請 負 者 千葉市若葉区若松町２２４９番地 

  大塚建工株式会社 

 代表取締役 大塚 勝之 

  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  稲毛区役所の大規模改修工事を行うための工事請負契約について、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０７号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工事名称 千葉市稲毛区役所大規模改修電気設備工事 

２ 施工場所 千葉市稲毛区穴川４丁目１２番１号 

３ 工事概要（１）電灯設備改修一式 

 （２）動力設備改修一式 

 （３）幹線設備改修一式 

（４）受変電設備改修一式 

（５）発電設備改修一式 

（６）避雷設備改修一式 

（７）弱電設備改修一式 

（８）自動火災報知設備改修一式 

（９）構内配電線路改修一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ５６１，０００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から令和６年１２月２９日まで 

７ 請 負 者 フィデス・東テク電工建設共同企業体 

 代表者 千葉市緑区大高町４０番地１５ 

 フィデス株式会社 

 代表取締役 細矢 充 

 千葉市中央区浜野町５９４番地３ 

 東テク電工株式会社 

 代表取締役 尾髙 功將 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  稲毛区役所の大規模改修電気設備工事を行うための工事請負契約に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０８号 

   議決事件の一部変更について 

 令和２年１２月１５日議決された「（仮称）千葉公園体育館整備工事

に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変更するもの

とする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

 変更前 ３，０６６，８００，０００円 

   変更後 ３，１３１，７４１，８００円 

２ 工  期 

 変更前 契約締結日の翌日から６９０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から７５０日間 

   （契約締結日 令和２年１２月１５日） 

 

70



（参考） 

議案第１５５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年１１月２６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 （仮称）千葉公園体育館整備工事 

２ 施工場所 千葉市中央区弁天４丁目４６３番１の一部外 

３ 工事概要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下１階地上３階建 

４ 契約方法 一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ３，０６６，８００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から６９０日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区ひび野１丁目４番３ 

  新日本・日幸建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区ひび野１丁目４番３ 

 新日本建設株式会社 

 代表取締役 髙見 克司 

 千葉市中央区登戸１丁目２３番４号 

 日幸建設株式会社 

 代表取締役 宍倉 幸信 
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議 案 説 明 

  （仮称）千葉公園体育館整備工事に係る工事請負契約の契約金額及

び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第１０９号 

   議決事件の一部変更について 

 令和２年１２月１５日議決された「（仮称）千葉公園体育館整備電気

設備工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変更

するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

 変更前 ６２１，５００，０００円 

   変更後 ６３３，０８５，２００円 

２ 工  期 

 変更前 契約締結日の翌日から６９０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から７５０日間 

   （契約締結日 令和２年１２月１５日） 
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（参考） 

議案第１５６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年１１月２６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 （仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事 

２ 施工場所 千葉市中央区弁天４丁目４６３番１の一部外 

３ 工事概要（１）電灯設備一式 

 （２）動力設備一式 

 （３）受変電設備一式 

      （４）発電設備一式 

      （５）弱電設備一式 

      （６）火災報知設備一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ６２１，５００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から６９０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区松波３丁目１１番１９号 

  モデン・東陽建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区松波３丁目１１番１９号 

 モデン工業株式会社 

 代表取締役 関 泰之 

 千葉市中央区春日１丁目１１番９号 

 東陽電気工事株式会社 

 代表取締役 佐藤 完治 
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議 案 説 明 

  （仮称）千葉公園体育館整備電気設備工事に係る工事請負契約の契

約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第１１０号 

   議決事件の一部変更について 

 令和２年１２月１５日議決された「（仮称）千葉公園体育館整備空調

設備工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変更

するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

 変更前 ６８２，０００，０００円 

   変更後 ６８４，２４５，１００円 

２ 工  期 

 変更前 契約締結日の翌日から６９０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から７５０日間 

   （契約締結日 令和２年１２月１５日） 
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（参考） 

議案第１５７号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年１１月２６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 （仮称）千葉公園体育館整備空調設備工事 

２ 施工場所 千葉市中央区弁天４丁目４６３番１の一部外 

３ 工事概要（１）空調設備一式 

 （２）換気設備一式 

 （３）自動制御設備一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ６８２，０００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から６９０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区本町３丁目３番１５号 

  芝・福井建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区本町３丁目３番１５号 

 芝工業株式会社 

 代表取締役 野口 恭男 

 千葉市中央区問屋町１６番３号 

 福井電機株式会社 

 代表取締役 村杉 茂治 
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議 案 説 明 

  （仮称）千葉公園体育館整備空調設備工事に係る工事請負契約の契

約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第１１１号 

   議決事件の一部変更について 

 令和２年１２月１５日議決された「（仮称）千葉公園体育館整備給排

水設備工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変

更するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

 変更前 ５７３，１００，０００円 

   変更後 ５７５，０６２，４００円 

２ 工  期 

 変更前 契約締結日の翌日から６９０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から７５０日間 

   （契約締結日 令和２年１２月１５日） 

79



（参考） 

議案第１５８号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年１１月２６日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 （仮称）千葉公園体育館整備給排水設備工事 

２ 施工場所 千葉市中央区弁天４丁目４６３番１の一部外 

３ 工事概要（１）衛生器具設備一式 

 （２）給排水設備一式 

 （３）給湯設備一式 

 （４）消火設備一式 

 （５）ガス設備一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ５７３，１００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から６９０日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区真砂５丁目１９番３号 

  池田・大和建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区真砂５丁目１９番３号 

 池田建設工業株式会社 

 代表取締役 池田 潔 

 千葉市稲毛区天台４丁目１番１２号 

 大和設備工業株式会社 

 代表取締役 金子 達也 
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議 案 説 明 

  （仮称）千葉公園体育館整備給排水設備工事に係る工事請負契約の

契約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第１１２号 

   議決事件の一部変更について 

 令和３年６月２３日議決された「幕張新都心拡大地区新駅駅前広場等

整備工事（３－１）に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額を変

更するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 契約金額 

   変更前 ４０４，８１３，２００円 

   変更後 ４４１，７８３，１００円 
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（参考） 

議案第７３号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和３年６月４日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工事名称 幕張新都心拡大地区新駅駅前広場等整備工事（３－１） 

２ 施工場所 千葉市美浜区浜田２丁目地内外 

３ 工事概要（１）車道舗装工一式 

 （２）歩道舗装工一式 

 （３）排水構造物工一式 

      （４）道路付属物工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札 

５ 契約金額 ４０４，８１３，２００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から令和５年２月２８日まで 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幸町１丁目１８番９号 

  丸善・泰明建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幸町１丁目１８番９号 

 丸善建設株式会社 

 代表取締役 並木 隆博 

 千葉市中央区星久喜町８８６番地１ 

 泰明工業株式会社 

 代表取締役 岡崎 匡洋 
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議 案 説 明 

  幕張新都心拡大地区新駅駅前広場等整備工事（３－１）に係る工事

請負契約の契約金額を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第１１３号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

市道路線認定調書 

整 理

番 号 

路  線  名 起     点 終     点 市道路線認定図番号 

①   磯辺２１１号線 磯辺４丁目地内 磯辺４丁目地内 

1 
②   磯辺２１２号線 磯辺４丁目地内 磯辺４丁目地内 

③   畑町２３６号線 畑町地内 畑町地内 

2 
④   朝日ヶ丘町９０号線 朝日ケ丘町４丁目地内 朝日ケ丘町４丁目地内 

⑤   星久喜町１８３号線 星久喜町地内 星久喜町地内 3 

⑥   川戸町８５号線 川戸町地内 川戸町地内 4 

⑦   東寺山町１４０号線 東寺山町地内 東寺山町地内 

5 ⑧   東寺山町１４１号線 東寺山町地内 東寺山町地内 

⑨   東寺山町７０３号線 東寺山町地内 東寺山町地内 

⑩   千種町９６号線 千種町地内 千種町地内 6 

⑪   千種町９７号線 千種町地内 千種町地内 7 

⑫   幕張５１７号線 幕張町１丁目地内 幕張町１丁目地内 8 

⑬   武石町９９号線 武石町１丁目地内 武石町１丁目地内 9 

⑭   浜野町１５１号線 浜野町地内 浜野町地内 10 

⑮   古市場町１０６号線 古市場町地内 古市場町地内 11 

⑯   土気町１６０号線 土気町地内 土気町地内 12 

 

市道路線廃止調書 

整理 

番号 

路  線  名 起     点 終     点 摘要 

市道路線 

廃止図番号 

①   長洲９号線 長洲１丁目地内 長洲１丁目地内 全部廃止 1 

②   御殿町１８号線 御殿町地内 御殿町地内 全部廃止 2 

③   中田町５７号線 中田町地内 中田町地内 全部廃止 3 
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磯辺中学校 

凡    例 

①市道磯辺２１１号線 

②市道磯辺２１２号線 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

整 理 番 号 ① ② 市 道 路 線 認 定 図 1 

北磯辺公園 

北磯辺 

第 1公園 

JR 

 
検見川浜駅 

 

北磯辺 

第 2公園 

市
道 

磯
辺 

真
砂
線 

磯辺小学校 

海浜市民 
運動広場 

中磯辺公園 

中磯辺 
第 3公園 

第 4公園 
中磯辺 

① 

② 
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凡    例 

③市道畑町２３６号線 

④市道朝日ヶ丘町９０号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

③ 

東京大学 

整 理 番 号 ③ ④  市 道 路 線 認 定 図 2 

④ 

検見川総合 

運動場 

畑ケ丘公園 

畑台公園 
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整 理 番 号 ⑤  市 道 路 線 認 定 図 3 

⑤ 

星久喜 

凡    例 

⑤市道星久喜町１８３号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

千葉東 JCT 

千葉東 IC 

千葉市 

都市緑化植物園 

中学校 

星久喜 
公民館 
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整 理 番 号 ⑥  市 道 路 線 認 定 図 4 

第 4公園 

⑥ 

川戸中学校 

凡    例 

⑥市道川戸町８５号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

川戸小学校 

川戸 

川戸 
第 1公園 

川戸 
第 3公園 

川戸 
公民館 

第 2公園 
川戸 
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凡    例 

⑦市道東寺山町１４０号線 

⑧市道東寺山町１４１号線 

⑨市道東寺山町７０３号線 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

⑦ 

小学校 

整 理 番 号 ⑦ ⑧ ⑨ 市 道 路 線 認 定 図 5 

⑨ 
⑧ 

みつわ台北 

みつわ台 
3丁目北 
公園 

みつわ台 
緑地 

都賀の台 
1丁目公園 

みつわ台 
3丁目公園 

東寺山 
ひまわり公園 

原町第 3緑地 

原町さくら公園 

90



 

整 理 番 号 ⑩  市 道 路 線 認 定 図 6 

⑩ 

小学校 

凡    例 

⑩市道千種町９６号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

こてはし台 

こてはし台 

公園 

こてはし台 
２丁目公園 

こてはし台 
1丁目公園 

ちすみ 

第 1公園 

ちすみ 
第 2公園 

第 2公園 
千葉北 

千種 
公園 
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整 理 番 号 ⑪  市 道 路 線 認 定 図 7 

⑪ 

花島公園 

凡    例 

⑪市道千種町９７号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

三角町 

サ
イ
ク
リ
ン
グ 

草原内公園 

緑地 

花
見
川 
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整 理 番 号 ⑫  市 道 路 線 認 定 図 8 

⑫ 

第２公園 

凡    例 

⑫市道幕張５１７号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

幕張西 

渚公園 
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整 理 番 号 ⑬  市 道 路 線 認 定 図 9 

⑬ 

幕張中学校 

凡    例 

⑬市道武石町９９号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

幕張東 
小学校 

千葉西 
税務署 
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整理番号⑭  市道路線認定図 1 0 

⑭ 

生浜中学校 

凡    例 

⑭市道浜野町１５１号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

行 政 区 画 線 

 

南生実 
公園 

はまの台 
緑地 

南浜 
公園 

市原市 
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凡    例 

⑮市道古市場町１０６号線 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

行 政 区 画 線 

 

整理番号⑮  市道路線認定図 1 1 

⑮ 

古市場公園 

市原市 
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整理番号⑯  市道路線認定図 1 2 

⑯ 

小学校 

凡    例 

⑯市道土気町１６０号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

土気 
中央幼稚園 

土気 
第１公園 

JR 
土気駅 

土気 

97



 

凡    例 

① 市 道 長 洲 ９ 号 線 

      

 

 

 

 

廃 止 道 路 

 

千葉県庁 

① 

整 理 番 号 ①  市 道 路 線 廃 止 図 1 

本庁舎 

千葉県庁 
中庁舎 

羽衣公園 

千葉都市モノレール 
県庁前駅 

JR 
本千葉駅 

千葉県警察本部 

千葉県立 
中央図書館 

千葉県庁 
南庁舎別館 
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凡    例 

②市道御殿町１８号線 

 

 

 

 

 

廃 止 道 路 

 

中学校 

② 

整 理 番 号 ②  市 道 路 線 廃 止 図 2 

更科 

更科 1号調整池 

御殿 1号調整池 
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凡    例 

③市道中田町５７号線 

 

 

 

 

 

廃 止 道 路 

 

若葉消防署 

③ 

整 理 番 号 ③  市 道 路 線 廃 止 図 3 

泉出張所 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１４号 

   令和３年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい 

   て 

 令和３年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金１，５７８， 

１４３，４０１円のうち８９３，７０８，１２９円を減債積立金に

積み立て、６８４，４３５，２７２円を資本金に組み入れるものとする。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるもので

あります。  
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議案第１１５号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を求め

る。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市一般会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市一般会計の決算について、地方自治法第２３３条

第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１１６号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市国民健康保険事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。 
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議案第１１７号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市介護保険事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。 
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議案第１１８号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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   129 

 

議案第１１９号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決

算について、議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の決算に

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を

求めるものであります。
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議案第１２０号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市霊園事業特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１２１号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市農業集落排水事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。

 

 

109



 

議案第１２２号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市競輪事業特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

110



 

議案第１２３号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市地方卸売市場事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。
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議案第１２４号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算に

ついて、議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計の決算につい

て、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求め

るものであります。

 

 

112



 

議案第１２５号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市市街地再開発事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。
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議案第１２６号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市動物公園事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。
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議案第１２７号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市公共用地取得事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。
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議案第１２８号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市学校給食事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。

 

 

116



 

 

議案第１２９号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市公債管理特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

117



 

議案第１３０号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市病院事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市病院事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市病院事業会計の決算について、地方公営企業法第

３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１３１号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市下水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市下水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市下水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１３２号 

   決算の認定について 

 令和３年度千葉市水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和４年９月８日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 令和３年度千葉市水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和３年度千葉市水道事業会計の決算について、地方公営企業法第

３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

120


